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第
二
号
議
案

教
育
職
員
免
許
状
の
単
位
修
得
方
法
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

教

育

職

員

免

許

状

の

単

位

修

得

方

法

に

関

す

る

規

則

等

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

次

の

よ

う

に

定

め

る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
四
日
提
出

大
分
県
教
育
委
員
会
教
育
長

岡

本

天

津

男

教
育
職
員
免
許
状
の
単
位
修
得
方
法
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
教
育
職
員
免
許
状
の
単
位
修
得
方
法
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第

一

条

教

育

職

員

免

許

状

の

単

位

修

得

方

法

に

関

す

る

規

則

（

昭

和

三

十

七

年

大

分

県

教

育

委

員

会

規

則
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
上
級
免
許
状
」
を
「
教
育
職
員
検
定
に
よ
る
普
通
免
許
状
」
に
改
め
る
。

「

「

「

各

教

科

の

指

導

各

教

科

の

指

導

教

育

の

方

法

及

法

（

情

報

機

器

法

（

情

報

通

信

び

技

術

（

情

報

及

び

教

材

の

活

技

術

の

活

用

を

機

器

及

び

教

材

第
三
条
第
二
号
の
表
中

用
を
含
む
。
）

を

含
む
。
）

に
、

の

活

用

を

含

を

む
。
）

」

」

」

「

教

育

の

情

報

通

方

法

及

信

技

術

び
技
術

を

活

用

し

た

教

に
改
め
る
。

育

の

理

論

及

び

方
法
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」

第
三
条
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
大
学
が
独
自
に
設
定
す
る
科
目
）

第
三
条
の
二

大
学
が
独
自
に
設
定
す
る
科
目
の
単
位
修
得
方
法
は
、
領
域
に
関
す
る
専
門
的
事
項
に
関

す
る
科
目
、
保
育
内
容
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目
、
教
諭
の
教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目
等
、

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項
に
関
す
る
科
目
若
し
く
は
各
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目
、
大
学
が
加

え
る
こ
れ
ら
に
準
ず
る
科
目
又
は
教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
文
部
省
令
第
二
十
六

号
）
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
文
部
科
学
大
臣
が
指
定
し
た
大
学
が
加
え
る
科
目
に
つ

い
て
修
得
す
る
も
の
と
す
る
。

（
教
育
職
員
免
許
状
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第

二

条

教

育

職

員

免

許

状

に

関

す

る

規

則

（

昭

和

三

十

七

年

大

分

県

教

育

委

員

会

規

則

第

五

号

）

の

一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
の
二
の
表
の
備
考
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

大
学
が
独
自
に
設
定
す
る
科
目
の
単
位
修
得
方
法
は
、
領
域
に
関
す
る
専
門
的
事
項
に
関
す
る

科
目
、
保
育
内
容
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目
、
教
諭
の
教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目
等
、

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項
に
関
す
る
科
目
若
し
く
は
各
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目
、
大
学

が
加
え
る
こ
れ
ら
に
準
ず
る
科
目
又
は
免
許
法
施
行
規
則
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
文
部
科
学
大
臣
が
指
定
し
た
大
学
が
加
え
る
科
目
に
つ
い
て
修
得
す
る
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
（
令
和
四
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

提
案
理
由

教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
よ
り
、
教
育
職
員
検
定
に
よ
る
普
通
免
許
状
を
受
け
る
場

合
に
お
い
て
修
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
科
目
が
新
た
に
追
加
等
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
規
定
を
整
備
す
る

必
要
が
あ
る
の
で
提
案
す
る
。
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○
教
育
職
員
免
許
状
の
単
位
修
得
方
法
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号
）
新
旧
対
照
表

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
一
般
的
基
準
）

（
一
般
的
基
準
）

第
一
条

教
育
職
員
免
許
状
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
大
分
県
教
育
委
員
会
規
則

第
一
条

教
育
職
員
免
許
状
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
大
分
県
教
育
委
員
会
規
則

第
五
号
）
第
三
条
及
び
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
教
育
職
員
検
定
に
よ
る
普
通

第
五
号
）
第
三
条
及
び
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
上
級
免
許
状

免
許
状
の
授
与
を
受
け
る
場
合
の
単
位
修
得
方
法
を
次
に
定
め
る
。

の
授
与
を
受
け
る
場
合
の
単
位
修
得
方
法
を
次
に
定
め
る
。

第
二
条

（
略
）

第
二
条

（
略
）

（
各
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目
又
は
教
諭
の
教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目

（
各
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目
又
は
教
諭
の
教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目

等
）

等
）

第
三
条

各
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目
又
は
教
諭
の
教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る

第
三
条

各
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目
又
は
教
諭
の
教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る

科
目
等
の
単
位
修
得
方
法
は
、
次
の
表
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

科
目
等
の
単
位
修
得
方
法
は
、
次
の
表
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

（
別
紙
）

二

（
別
紙
）

（
大
学
が
独
自
に
設
定
す
る
科
目
）

（
大
学
が
独
自
に
設
定
す
る
科
目
）

第
三
条
の
二

大
学
が
独
自
に
設
定
す
る
科
目
の
単
位
修
得
方
法
は
、
領
域
に
関
す
る
専

第
三
条
の
二

大
学
が
独
自
に
設
定
す
る
科
目
の
単
位
修
得
方
法
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

門
的
事
項
に
関
す
る
科
目
、
保
育
内
容
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目
、
教
諭
の
教
育
の
基

る
免
許
状
の
授
与
を
受
け
る
場
合
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
定
め
る
科
目
に
つ
い
て
修
得
す

礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目
等
、
教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項
に
関
す
る
科
目
若
し
く
は

る
も
の
と
す
る
（
高
等
学
校
教
諭
の
普
通
免
許
状
の
授
与
を
受
け
る
場
合
に
あ
つ
て

各
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目
、
大
学
が
加
え
る
こ
れ
ら
に
準
ず
る
科
目
又
は
教
育

は
、
「
一
種
免
許
状
又
は
二
種
免
許
状
」
と
あ
る
の
は
「
一
種
免
許
状
」
と
読
み
替
え

職
員
免
許
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
文
部
省
令
第
二
十
六
号
）
第
二
十
一
条
の
二

る
も
の
と
す
る
。
）
。

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
文
部
科
学
大
臣
が
指
定
し
た
大
学
が
加
え
る
科
目
に
つ
い
て
修

得
す
る
も
の
と
す
る
。

（
削
る
）

一

専
修
免
許
状

領
域
に
関
す
る
専
門
的
事
項
に
関
す
る
科
目
、
保
育
内
容
の
指
導

法
に
関
す
る
科
目
、
教
諭
の
教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目
等
、
教
科
に
関
す

る
専
門
的
事
項
に
関
す
る
科
目
又
は
各
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目

（
削
る
）

二

一
種
免
許
状
又
は
二
種
免
許
状

領
域
に
関
す
る
専
門
的
事
項
に
関
す
る
科
目
、

保
育
内
容
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目
、
教
諭
の
教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目

等
、
教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項
に
関
す
る
科
目
若
し
く
は
各
教
科
の
指
導
法
に
関

す
る
科
目
又
は
大
学
が
加
え
る
こ
れ
ら
に
準
ず
る
科
目

第
四
条
～
第
六
条

（
略
）

第
四
条
～
第
六
条

（
略
）

附

則

（
略
）

附

則

（
略
）
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修
得
す
る

こ
と
を
必
要

と
す
る
単
位
数

修
得
す
る

こ
と
を
必
要

と
す
る
単
位
数

二

受
け
よ
う
と
す
る
免
許
状
の
種
類
が
小
学
校
教
諭
、
中
学
校
教
諭
又
は
高
等
学
校
教
諭
の
一
種
免
許
状
又
は
二
種
免
許
状
の
場
合

第
一
欄

修
得
基
準
単
位
数

第
二
欄

第
三
欄

第
四
欄

第
五
欄

各
科
目
に
含
め

教
科
及
び
教
科

教

育

実

る
こ
と
が
必
要

教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目

の
指
導
法
に
関

道
徳
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
等
の
指
導
法
及
び
生
徒
指
導
、
教
育
相
談
等
に
関
す
る
科
目

践

に

関

な
事
項

す
る
科
目

す

る

科

目

教
職
の
意
義
及
び

教
育
の
理

教
育
に
関
す
る
社
会
的
、

幼
児
、
児
童

特
別
の
支
援
を

教
育
課
程
の
意
義

各
教
科
の
指
導

道

徳

総
合
的

特

別

教
育
の
方
法
及
び
技

生
徒
指

教
育
相
談
（
カ
ウ

進
路
指
導

教

職

実

教
員
の
役
割
・
職

念
並
び
に

制
度
的
又
は
経
営
的
事
項

及
び
生
徒
の

必
要
と
す
る
幼

及
び
編
成
の
方
法

法
（
情
報
機
器

の

理

な
学
習

活

動

術
（
情
報
機
器
及
び

導
の
理

ン
セ
リ
ン
グ
に
関

及
び
キ
ャ

践
演
習

受
け
よ
う
と

務
内
容
（
チ
ー
ム

教
育
に
関

（
学
校
と
地
域
と
の
連
携

心
身
の
発
達

児
、
児
童
及
び

（
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

及
び
教
材
の
活

論

及

の
時
間

の

指

教
材
の
活
用
を
含

論
及
び

す
る
基
礎
的
な
知

リ
ア
教
育

す
る
免
許
状

学
校
運
営
へ
の
対

す
る
歴
史

及
び
学
校
安
全
へ
の
対
応

及
び
学
習
の

生
徒
に
対
す
る

・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

用
を
含
む
。
）

び

指

の
指
導

導
法

む
。
）

方
法

識
を
含
む
。
）
の

の
理
論
及

の
種
類

応
を
含
む
。
）

及
び
思
想

を
含
む
。
）

過
程

理
解

を
含
む
。
）

導
法

法

理
論
及
び
方
法

び
方
法

小
学
校
教
諭
の
一

七
～
一
〇

二
以
上

三
以
上

一
以
上

種
免
許
状
又
は
二

一
一
～
一
五

二
以
上

六
以
上
（
二
以
上
の
教
科
の
指
導
法
（
音
楽
、
図
画
工
作
及
び
体
育
の
教
科
の
指
導
法

二
以
上

種
免
許
状

の
う
ち
一
以
上
を
含
む
。
）
を
含
む
。
）

一
六
～
二
〇

三
以
上

八
以
上
（
三
以
上
の
教
科
の
指
導
法
（
音
楽
、
図
画
工
作
及
び
体
育
の
教
科
の
指
導
法

三
以
上

の
う
ち
一
以
上
を
含
む
。
）
を
含
む
。
）

二
一
～
二
五

一
以
上

四
以
上

一
〇
以
上
（
四
以
上
の
教
科
の
指
導
法
（
音
楽
、
図
画
工
作
及
び
体
育
の
教
科
の
指
導

三
以
上

法
の
う
ち
二
以
上
を
含
む
。
）
を
含
む
。
）

二
六
以
上

二
以
上

四
以
上

一
四
以
上
（
六
以
上
の
教
科
の
指
導
法
（
音
楽
、
図
画
工
作
及
び
体
育
の
教
科
の
指
導

四
以
上

二
以
上

法
の
う
ち
二
以
上
を
含
む
。
）
を
含
む
。
）

中
学
校
教
諭
の
一

五
～
六

一
以
上

二
以
上

一
以
上

種
免
許
状
又
は
二

七
～
一
〇

二
以
上

二
以
上

二
以
上

種
免
許
状

一
一
～
一
五

三
以
上

三
以
上

二
以
上

一
六
～
二
〇

一
以
上

四
以
上

四
以
上

三
以
上

二
一
以
上

二
以
上

四
以
上

四
以
上

四
以
上

二
以
上

高
等
学
校
教
諭
の

四
～
五

一
以
上

一
以
上

（
道
徳
の
理
論
及
び
指
導
法
を
除
く
。
）

一
以
上

一
種
免
許
状

六
～
一
〇

二
以
上

二
以
上

一
以
上

一
一
以
上

一
以
上

三
以
上

四
以
上

二
以
上

備
考一

第
二
欄
、
第
三
欄
及
び
第
四
欄
に
掲
げ
る
科
目
は
、
各
科
目
に
含
め
る
こ
と
が
必
要
な
事
項
の
う
ち
一
以
上
の
事
項
に
つ
い
て
修
得
す
る
も
の
と
す
る
。

二

受
け
よ
う
と
す
る
免
許
状
の
種
類
が
小
学
校
教
諭
、
中
学
校
教
諭
又
は
高
等
学
校
教
諭
の
一
種
免
許
状
又
は
二
種
免
許
状
の
場
合

第
一
欄

修
得
基
準
単
位
数

第
二
欄

第
三
欄

第
四
欄

第
五
欄

各
科
目
に
含
め

教
科
及
び
教
科

教

育

実

る
こ
と
が
必
要

教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目

の
指
導
法
に
関

道
徳
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
等
の
指
導
法
及
び
生
徒
指
導
、
教
育
相
談
等
に
関
す
る
科
目

践

に

関

な
事
項

す
る
科
目

す

る

科

目

教
職
の
意
義
及
び

教
育
の
理

教
育
に
関
す
る
社
会
的
、

幼
児
、
児
童

特
別
の
支
援
を

教
育
課
程
の
意
義

各
教
科
の
指
導

道

徳

総
合
的

特

別

教
育
の

情
報
通
信

生
徒
指

教
育
相
談
（
カ
ウ

進
路
指
導

教

職

実

教
員
の
役
割
・
職

念
並
び
に

制
度
的
又
は
経
営
的
事
項

及
び
生
徒
の

必
要
と
す
る
幼

及
び
編
成
の
方
法

法
（
情
報
通
信

の

理

な
学
習

活

動

方
法
及

技
術
を
活

導
の
理

ン
セ
リ
ン
グ
に
関

及
び
キ
ャ

践
演
習

受
け
よ
う
と

務
内
容
（
チ
ー
ム

教
育
に
関

（
学
校
と
地
域
と
の
連
携

心
身
の
発
達

児
、
児
童
及
び

（
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

技
術
の
活
用
を

論

及

の
時
間

の

指

び
技
術

用
し
た
教

論
及
び

す
る
基
礎
的
な
知

リ
ア
教
育

す
る
免
許
状

学
校
運
営
へ
の
対

す
る
歴
史

及
び
学
校
安
全
へ
の
対
応

及
び
学
習
の

生
徒
に
対
す
る

・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

含
む
。
）

び

指

の
指
導

導
法

育
の
理
論

方
法

識
を
含
む
。
）
の

の
理
論
及

の
種
類

応
を
含
む
。
）

及
び
思
想

を
含
む
。
）

過
程

理
解

を
含
む
。
）

導
法

法

及
び
方
法

理
論
及
び
方
法

び
方
法

小
学
校
教
諭
の
一

七
～
一
〇

二
以
上

三
以
上

一
以
上

種
免
許
状
又
は
二

一
一
～
一
五

二
以
上

六
以
上
（
二
以
上
の
教
科
の
指
導
法
（
音
楽
、
図
画
工
作
及
び
体
育
の
教
科
の
指
導
法

二
以
上

種
免
許
状

の
う
ち
一
以
上
を
含
む
。
）
を
含
む
。
）

一
六
～
二
〇

三
以
上

八
以
上
（
三
以
上
の
教
科
の
指
導
法
（
音
楽
、
図
画
工
作
及
び
体
育
の
教
科
の
指
導
法

三
以
上

の
う
ち
一
以
上
を
含
む
。
）
を
含
む
。
）

二
一
～
二
五

一
以
上

四
以
上

一
〇
以
上
（
四
以
上
の
教
科
の
指
導
法
（
音
楽
、
図
画
工
作
及
び
体
育
の
教
科
の
指
導

三
以
上

法
の
う
ち
二
以
上
を
含
む
。
）
を
含
む
。
）

二
六
以
上

二
以
上

四
以
上

一
四
以
上
（
六
以
上
の
教
科
の
指
導
法
（
音
楽
、
図
画
工
作
及
び
体
育
の
教
科
の
指
導

四
以
上

二
以
上

法
の
う
ち
二
以
上
を
含
む
。
）
を
含
む
。
）

中
学
校
教
諭
の
一

五
～
六

一
以
上

二
以
上

一
以
上

種
免
許
状
又
は
二

七
～
一
〇

二
以
上

二
以
上

二
以
上

種
免
許
状

一
一
～
一
五

三
以
上

三
以
上

二
以
上

一
六
～
二
〇

一
以
上

四
以
上

四
以
上

三
以
上

二
一
以
上

二
以
上

四
以
上

四
以
上

四
以
上

二
以
上

高
等
学
校
教
諭
の

四
～
五

一
以
上

一
以
上

（
道
徳
の
理
論
及
び
指
導
法
を
除
く
。
）

一
以
上

一
種
免
許
状

六
～
一
〇

二
以
上

二
以
上

一
以
上

一
一
以
上

一
以
上

三
以
上

四
以
上

二
以
上

備
考一

第
二
欄
、
第
三
欄
及
び
第
四
欄
に
掲
げ
る
科
目
は
、
各
科
目
に
含
め
る
こ
と
が
必
要
な
事
項
の
う
ち
一
以
上
の
事
項
に
つ
い
て
修
得
す
る
も
の
と
す
る
。

別紙（単位修得規則３条２号の表）

現 行改 正 案

（傍線部分は改正部分）

［第２号議案］
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○
教
育
職
員
免
許
状
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号
）
新
旧
対
照
表

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
一
条
～
第
四
条

（
略
）

第
一
条
～
第
四
条

（
略
）

第
四
条
の
二

隣
接
校
種
の
免
許
状
の
授
与
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
で
免
許
法
施
行
規
則
第
十
八
条
の
二
の
表

第
四
条
の
二

隣
接
校
種
の
免
許
状
の
授
与
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
で
免
許
法
施
行
規
則
第
十
八
条
の
二
の
表

備
考
第
四
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
の
単
位
の
修
得
方
法
は
、
次
の
表
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

備
考
第
四
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
の
単
位
の
修
得
方
法
は
、
次
の
表
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

最
低
修
得
単
位
数

最
低
修
得
単
位
数

（
略
）

（
略
）

備
考

（
略
）

備
考

（
略
）

一

（
略
）

一

（
略
）

二

（
略
）

二

（
略
）

三

大
学
が
独
自
に
設
定
す
る
科
目
の
単
位
修
得
方
法
は
、
領
域
に
関
す
る
専
門
的
事
項
に
関
す
る
科

（
新
設
）

目
、
保
育
内
容
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目
、
教
諭
の
教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目
等
、
教
科
に

関
す
る
専
門
的
事
項
に
関
す
る
科
目
若
し
く
は
各
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目
、
大
学
が
加
え
る
こ

れ
ら
に
準
ず
る
科
目
又
は
免
許
法
施
行
規
則
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
文
部
科
学
大
臣

が
指
定
し
た
大
学
が
加
え
る
科
目
に
つ
い
て
修
得
す
る
も
の
と
す
る
。

第
五
条
～
第
三
十
六
条

（
略
）

第
五
条
～
第
三
十
六
条

（
略
）

附

則

（
略
）

附

則

（
略
）

様
式

（
略
）

様
式

（
略
）

［第２号議案］
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教育職員免許状の単位修得方法に関する規則等の一部改正について（概要）

１ 単位修得規則の概要

 法施行規則第14条において、教育職員免許法（昭和24年法律第147号。以下「法」という。）

別表第３（上級の教育職員免許状の授与を受ける場合）の規定により、教育職員免許状（以下

「免許状」という。）の授与を受けようとする者の単位修得方法は、法施行規則第11条及び第1

3条に定める修得方法を参酌して、都道府県の教育委員会規則で定めることとされている。

また、法第20条において、免許状に関し必要な事項は、法及び法施行のために発する法令で

定めるものを除くほか、都道府県の教育委員会規則で定めることとされている。

 前記 の規定に基づき、大分県教育委員会が授与する免許状に関しては、法令に特別の定め

のある場合を除いては、教員免許規則で定めている。そして、同規則第３条にあっては教育職

員検定（※１）による普通免許状について、第４条第２項にあっては単位修得方法に係る各科

目の種類別単位数等について、別に定めると規定されており、これらの規定に基づき、単位修

得規則は、法施行規則を参酌して定めたものである。

※１ 受検者の人物、学力、実務及び身体について、授与権者（都道府県教育委員会）が行うもの

 今回、参酌した法施行規則が下記２のとおり改正されたことにより、単位修得規則の該当部

分の一部改正が必要となったものである。

２ 改正理由

 「指定大学が加える科目」の新設等（※２）

令和２年１月に中央教育審議会（以下「中教審」という。）教員養成部会は、「Society5.0

時代に対応した教員養成を先導する教員養成フラッグシップ大学の在り方について（最終報

告）」において、教員養成大学・学部等の現状が、教育現場が期待する新たな教育課題やニー

ズに適時・的確に対応し得る等の体制・状況とはなっていないため、Society5.0時代にふさわ

しい教員養成の在り方自体を変革していくための牽引役となる大学（教員養成フラッグシップ

大学。以下「指定大学」という。）を創出する必要があるとし、指定大学においては、Society

5.0時代にふさわしい教員養成カリキュラムの研究開発を行うために特別の授業内容、指導方

法等を積極的に取り入れることができるよう、教職課程の特例に関する制度を整備すべきとの

提言を行った。

この提言を踏まえ、法施行規則において定める、幼稚園、小学校、中学校、高等学校の教諭

の普通免許状授与の所要資格を得るために必要な単位の修得方法について「指定大学が加える

科目」を指定大学において修得することが可能となるようにするとともに、専修免許状授与の

所要資格を得るために必要な「大学が独自に設定する科目」（法施行規則に定める科目の単位

の修得方法の第６欄）（※３）において、「大学が加えるこれらに準ずる科目」を修得すること

が可能となるよう（これまでは不可）、令和３年８月に法施行規則が改正された。

※２ 法施行規則２条（幼稚園教諭普通免許状）表備考１４号（３条〔小学校教諭普通免許状〕１項、４条〔中学

校教諭普通免許状〕１項、５条〔高等学校教諭普通免許状〕１項の表の場合においても同様）及び１５号（３

条１項、４条１項の表の場合においても同様）、５条表備考７号並びに７条（特別支援学校教諭普通免許状）

３項関係

※３ ※２において定める「領域及び保育内容の指導法に関する科目」（又は「教科及び教科の指導法に関する科

目」）（第２欄）、「教育の基礎的理解に関する科目」（第３欄）、「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生

徒指導、教育相談等に関する科目」（第４欄）を適用

 「情報通信技術を活用した教育の理論及び方法」に関する事項の新設（※３）

令和３年１月に中教審教員養成部会は、「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して～全

ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現～（答申）」にお

いて、各教科の指導法におけるＩＣＴの活用について修得する前に、各教科に共通して修得す

べきＩＣＴ活用指導力を総論的に修得できるように新しく科目を設けること等が必要であると

の提言を行った。

［第２号議案］
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この提言を踏まえて、法施行規則において定める、小学校、中学校、高等学校の教諭の普通

免許状授与の所要資格を得るために必要な「教科及び教科の指導法に関する科目」のうち「各

教科の指導法（情報機器及び教材の活用を含む。）」を「各教科の指導法(情報通信技術の活用

を含む。）」に改めるとともに、「道徳、総合的な学習の時間の指導等の指導法及び生徒指導、

教育相談等に関する科目」のうち「教育の方法及び技術（情報機器及び教材の活用を含む。）」

を「教育の方法及び技術」及び「情報通信技術を活用した教育の理論及び方法」に改めた（令

和３年８月に法施行規則を改正）。

※３ 法施行規則３～５条関係

３ 改正内容

 単位修得規則について

ア 「指定大学が加える科目」の追加等（単位修得規則３条の２関係）（上記２ の改正に伴

うもの）

(ｱ) 幼稚園、小学校、中学校及び高等学校の教諭の普通免許状の所要資格を得るために必要

な「大学が独自に設定する科目」の単位修得方法において、「指定大学が加える科目」を

追加

(ｲ) 専修免許状授与の所要資格を得るために必要な「大学が独自に設定する科目」において、

「大学が加えるこれらに準ずる科目」を修得することが可能となるようにするもの

イ 科目名の改正（単位修得規則３条２号の表関係）

(ｱ) 「教科及び教科の指導法に関する科目」において、「各教科の指導法（情報機器及び教

材の活用を含む。）」を「各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。）」に改める。

(ｲ) 「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目」にお

いて、「教育の方法及び技術（情報機器及び教材の活用を含む。）」を「教育の方法及び技

術」及び「情報通信技術を活用した教育の理論及び方法」に改める。

ウ その他規定の整備

単位修得規則第１条中「上級免許状の授与を受ける場合」を「教育職員検定による普通免

許状の授与を受ける場合」に改める。

※ 単位修得規則には、上級免許状を授与する場合以外（同校種他教科免許状を授与する場合等）の単位修得方

法についても規定があるため

 教員免許規則について

○ 規定の整備

教員免許規則４条の２の表で定める「隣接校種の免許状」（法別表第８）の授与を受けよ

うとする者の単位修得方法において、中学校教諭２種免許状及び高等学校教諭１種免許状の

所要資格を得るために修得が必要な「大学が独自に設定する科目」の内容を追記（同表備考

関係）

４ 施行日

令和４年４月１日（公布の日）（※法施行規則の施行日）
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